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－１－ 

１ 水質汚濁防止法の概要 

(1) 水質汚濁防止法の目的 

① 工場・事業場から公共用水域に排出される水の排出と地下に浸透する水の浸透を規制

することや、生活排水対策の実施を推進することなどにより、公共用水域や地下水の水

質の汚濁の防止を図り、それによって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全す

る。 

② 工場・事業場から排出される汚水や廃液で人の健康に係る被害が生じた場合における

事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図る。 

この法律は、昭和 45 年 12 月のいわゆる「公害国会」で制定され、以降、必要に応じて改

正されてきています。 

最近では、有害物質による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を取り扱う施設・

設備や作業における漏えいを防止するとともに、漏えいが生じたとしても地下への浸透を防

止し地下水の汚染に至ることがないよう、有害物質の使用、貯蔵等を行う施設の設置者に対

し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及び結

果の記録・保存の義務等の規定が設けられました。〔平成 24 年 6月 1 日施行〕 

(2) 水質汚濁防止法の規制を受ける事業場（③は平成 24年 6月 1日から） 

① 特定施設を設置する事業場（特定事業場）で、公共用水域に水（雨水等を含む）を排

出する事業場 

② 有害物質を製造・使用・処理する特定施設を設置する事業場（有害物質使用特定事業

場）で、汚水等（これを処理したものを含む）を地下に浸透させる事業場 

③ 有害物質使用特定施設（①②の事業場に設置される施設を除く）及び有害物質貯蔵指

定施設（以下「有害物質使用特定施設等」という。）を設置する事業場 

④ 指定施設を設置する事業場（指定事業場）（事故時の措置に係る規定のみ） 

⑤ 貯油施設等を設置する事業場（事故時の措置に係る規定のみ） 

⇒『公共用水域』：河川、湖沼、港湾、沿岸海域、その他公共の用に供される水域及びこれに

接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路（公共下水道等を除く。）。 

⇒『特定施設』：詳細はＰ２。 

⇒『特定事業場』:特定施設を設置する工場又は事業場。 

⇒『指定施設』：有害物質を貯蔵し、若しくは使用し、又は有害物質及び重油その他政令で定

める油以外の物質であって、公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは

生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの（指定物質）を製

造し、貯蔵し、使用し、若しくは処理する施設。 

⇒『有害物質』：詳細はＰ８表３。 

⇒『指定物質』：詳細はＰ15 表５。 

⇒『有害物質使用特定施設』：『特定施設』のうち、有害物質を製造、使用等するもの。 

⇒『有害物質貯蔵指定施設』：『有害物質』を含む液状の物を貯蔵する指定施設。 

⇒『貯油施設等』：重油その他政令で定める油を貯蔵し、または油を含む水を処理する特定施

設以外の施設で政令で定めるもの。詳細はＰ14。 



－２－ 

２ 特定施設 

特定施設とは、次のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で、その種類は

政令で定められています。 

① カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質（有害物質）を含む

もの 

② 化学的酸素要求量その他水の汚染状態を示す項目（生活環境項目）で、生活環境に係る

被害を生ずるおそれがある程度のもの 

政令で定められた特定施設の一覧表は表１のとおりです。施設によっては業種や規模など

が限定されています。この他「指定地域特定施設」として、指定地域内に設置する処理対象

人員が 201 人槽以上 500 人槽以下のし尿浄化槽が定められています。 

⇒『有害物質』：詳細はＰ８表３。 

⇒『生活環境項目』：詳細はＰ８表４。 

⇒『指定地域』：愛知県はほぼ全域（一宮市は全域）が指定地域に指定されています。詳細は

Ｐ16。 
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の
う
ち
、
水
洗
式
分
別
施
設

ヌ

廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

ル

湿
式
集
じ
ん
施
設

二
十
八

カ
ー
バ
イ
ト
法
ア
セ
チ
レ
ン
誘
導
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で

あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

湿
式
ア
セ
チ
レ
ン
ガ
ス
発
生
施
設

ロ

酢
酸
エ
ス
テ
ル
製
造
施
設
の
う
ち
、
洗
浄
施
設
及
び
蒸
留
施
設

ハ

ポ
リ
ビ
ニ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
製
造
施
設
の
う
ち
、
メ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
蒸
留

施
設

ニ

ア
ク
リ
ル
酸
エ
ス
テ
ル
製
造
施
設
の
う
ち
、
蒸
留
施
設

ホ

塩
化
ビ
ニ
ル
モ
ノ
マ
ー
洗
浄
施
設

ヘ

ク
ロ
ロ
プ
レ
ン
モ
ノ
マ
ー
洗
浄
施
設

二
十
九

コ
ー
ル
タ
ー
ル
製
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲

げ
る
も
の

イ

ベ
ン
ゼ
ン
類
硫
酸
洗
浄
施
設

ロ

静
置
分
離
器

ハ

タ
ー
ル
酸
ソ
ー
ダ
硫
酸
分
解
施
設

三
十

発
酵
工
業
（
第
五
号
、
第
十
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
業
を
除
く
。
）

の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

原
料
処
理
施
設

ロ

蒸
留
施
設

ハ

遠
心
分
離
機

ニ

ろ
過
施
設

三
十
一

メ
タ
ン
誘
導
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る

も
の

イ

メ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
又
は
四
塩
化
炭
素
の
製
造
施
設
の
う
ち
、
蒸
留
施
設

ロ

ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
製
造
施
設
の
う
ち
、
精
製
施
設

ハ

フ
ロ
ン
ガ
ス
製
造
施
設
の
う
ち
、
洗
浄
施
設
及
び
ろ
過
施
設

三
十
二

有
機
顔
料
又
は
合
成
染
料
の
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、

次
に
掲
げ
る
も
の

イ

ろ
過
施
設

ロ

顔
料
又
は
染
色
レ
ー
キ
の
製
造
施
設
の
う
ち
、
水
洗
施
設

ハ

遠
心
分
離
機

ニ

廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

三
十
三

合
成
樹
脂
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

縮
合
反
応
施
設

ロ

水
洗
施
設

ハ

遠
心
分
離
機

ニ

静
置
分
離
器

ホ

弗
素
樹
脂
製
造
施
設
の
う
ち
、
ガ
ス
冷
却
洗
浄
施
設
及
び
蒸
留
施
設

ヘ

ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
製
造
施
設
の
う
ち
、
溶
剤
蒸
留
施
設

ト

中
圧
法
又
は
低
圧
法
に
よ
る
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
造
施
設
の
う
ち
、
溶
剤
回

収
施
設

チ

ポ
リ
ブ
テ
ン
の
酸
又
は
ア
ル
カ
リ
に
よ
る
処
理
施
設

リ

廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

ヌ

湿
式
集
じ
ん
施
設

三
十
四

合
成
ゴ
ム
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

ろ
過
施
設

ロ

脱
水
施
設

ハ

水
洗
施
設

ニ

ラ
テ
ッ
ク
ス
濃
縮
施
設

ホ

ス
チ
レ
ン
・
ブ
タ
ジ
エ
ン
ゴ
ム
、
ニ
ト
リ
ル
・
ブ
タ
ジ
エ
ン
ゴ
ム
又
は
ポ

リ
ブ
タ
ジ
エ
ン
ゴ
ム
の
製
造
施
設
の
う
ち
、
静
置
分
離
器

三
十
五

有
機
ゴ
ム
薬
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る

も
の

イ

蒸
留
施
設

ロ

分
離
施
設

ハ

廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

三
十
六

合
成
洗
剤
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

廃
酸
分
離
施
設

ロ

廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

ハ

湿
式
集
じ
ん
施
設

三
十
七

前
六
号
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
石
油
化
学
工
業
（
石
油
又
は
石
油
副
生

ガ
ス
中
に
含
ま
れ
る
炭
化
水
素
の
分
解
、
分
離
そ
の
他
の
化
学
的
処
理
に
よ
り

製
造
さ
れ
る
炭
化
水
素
又
は
炭
化
水
素
誘
導
品
の
製
造
業
を
い
い
、
第
五
十
一

号
に
掲
げ
る
事
業
を
除
く
。
）
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る

も
の

イ

洗
浄
施
設

ロ

分
離
施
設

ハ

ろ
過
施
設

ニ

ア
ク
リ
ロ
ニ
ト
リ
ル
製
造
施
設
の
う
ち
、
急
冷
施
設
及
び
蒸
留
施
設

ホ

ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
、
ア
セ
ト
ン
、
カ
プ
ロ
ラ
ク
タ
ム
、
テ
レ
フ
タ
ル
酸

又
は
ト
リ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン
の
製
造
施
設
の
う
ち
、
蒸
留
施
設

ヘ

ア
ル
キ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
製
造
施
設
の
う
ち
、
酸
又
は
ア
ル
カ
リ
に
よ
る
処
理

施
設

ト

イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
製
造
施
設
の
う
ち
、
蒸
留
施
設
及
び
硫
酸
濃

縮
施
設

チ

エ
チ
レ
ン
オ
キ
サ
イ
ド
又
は
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
の
製
造
施
設
の
う

ち
、
蒸
留
施
設
及
び
濃
縮
施
設

リ

二
―
エ
チ
ル
ヘ
キ
シ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
又
は
イ
ソ
ブ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
の

製
造
施
設
の
う
ち
、
縮
合
反
応
施
設
及
び
蒸
留
施
設

ヌ

シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ノ
ン
製
造
施
設
の
う
ち
、
酸
又
は
ア
ル
カ
リ
に
よ
る
処
理

施
設

ル

ト
リ
レ
ン
ジ
イ
ソ
シ
ア
ネ
ー
ト
又
は
無
水
フ
タ
ル
酸
の
製
造
施
設
の
う

ち
、
ガ
ス
冷
却
洗
浄
施
設

ヲ

ノ
ル
マ
ル
パ
ラ
フ
ィ
ン
製
造
施
設
の
う
ち
、
酸
又
は
ア
ル
カ
リ
に
よ
る
処

理
施
設
及
び
メ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
蒸
留
施
設

ワ

プ
ロ
ピ
レ
ン
オ
キ
サ
イ
ド
又
は
プ
ロ
ピ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
の
け
ん
化
器

カ

メ
チ
ル
エ
チ
ル
ケ
ト
ン
製
造
施
設
の
う
ち
、
水
蒸
気
凝
縮
施
設

ヨ

メ
チ
ル
メ
タ
ア
ク
リ
レ
ー
ト
モ
ノ
マ
ー
製
造
施
設
の
う
ち
、
反
応
施
設
及

び
メ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
回
収
施
設

タ

廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

表 １ 
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三
十
八

石
け
ん
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

原
料
精
製
施
設

ロ

塩
析
施
設

三
十
八
の
二

界
面
活
性
剤
製
造
業
の
用
に
供
す
る
反
応
施
設
（
一
・
四
―
ジ
オ

キ
サ
ン
が
発
生
す
る
も
の
に
限
り
、
洗
浄
装
置
を
有
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）

〔
追
加
＝
平
二
四
政
令
一
四
七
〕

三
十
九

硬
化
油
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

脱
酸
施
設

ロ

脱
臭
施
設

四
十

脂
肪
酸
製
造
業
の
用
に
供
す
る
蒸
留
施
設

四
十
一

香
料
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

洗
浄
施
設

ロ

抽
出
施
設

四
十
二

ゼ
ラ
チ
ン
又
は
に
か
わ
の
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次

に
掲
げ
る
も
の

イ

原
料
処
理
施
設

ロ

石
灰
づ
け
施
設

ハ

洗
浄
施
設

四
十
三

写
真
感
光
材
料
製
造
業
の
用
に
供
す
る
感
光
剤
洗
浄
施
設

四
十
四

天
然
樹
脂
製
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る

も
の

イ

原
料
処
理
施
設

ロ

脱
水
施
設

四
十
五

木
材
化
学
工
業
の
用
に
供
す
る
フ
ル
フ
ラ
ー
ル
蒸
留
施
設

四
十
六

第
二
十
八
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
有
機
化
学
工
業

製
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

水
洗
施
設

ロ

ろ
過
施
設

ハ

ヒ
ド
ラ
ジ
ン
製
造
施
設
の
う
ち
、
濃
縮
施
設

ニ

廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

四
十
七

医
薬
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

動
物
原
料
処
理
施
設

ロ

ろ
過
施
設

ハ

分
離
施
設

ニ

混
合
施
設
（
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
物
質
を
含
有
す
る
物
を
混
合
す
る
も

の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）

ホ

廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

四
十
八

火
薬
製
造
業
の
用
に
供
す
る
洗
浄
施
設

四
十
九

農
薬
製
造
業
の
用
に
供
す
る
混
合
施
設

五
十

第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
物
質
を
含
有
す
る
試
薬
の
製
造
業
の
用
に
供
す

る
試
薬
製
造
施
設

五
十
一

石
油
精
製
業
（
潤
滑
油
再
生
業
を
含
む
。
）
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ

っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

脱
塩
施
設

ロ

原
油
常
圧
蒸
留
施
設

ハ

脱
硫
施
設

ニ

揮
発
油
、
灯
油
又
は
軽
油
の
洗
浄
施
設

ホ

潤
滑
油
洗
浄
施
設

五
十
一
の
二

自
動
車
用
タ
イ
ヤ
若
し
く
は
自
動
車
用
チ
ュ
ー
ブ
の
製
造
業
、
ゴ

ム
ホ
ー
ス
製
造
業
、
工
業
用
ゴ
ム
製
品
製
造
業
（
防
振
ゴ
ム
製
造
業
を
除
く
。
）
、

更
生
タ
イ
ヤ
製
造
業
又
は
ゴ
ム
板
製
造
業
の
用
に
供
す
る
直
接
加
硫
施
設

〔
追
加
＝
昭
五
六
政
令
三
二
七
〕

五
十
一
の
三

医
療
用
若
し
く
は
衛
生
用
の
ゴ
ム
製
品
製
造
業
、
ゴ
ム
手
袋
製
造

業
、
糸
ゴ
ム
製
造
業
又
は
ゴ
ム
バ
ン
ド
製
造
業
の
用
に
供
す
る
ラ
テ
ッ
ク
ス
成

形
型
洗
浄
施
設

〔
追
加
＝
昭
五
六
政
令
三
二
七
〕

五
十
二

皮
革
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

洗
浄
施
設

ロ

石
灰
づ
け
施
設

ハ

タ
ン
ニ
ン
づ
け
施
設

ニ

ク
ロ
ム
浴
施
設

ホ

染
色
施
設

五
十
三

ガ
ラ
ス
又
は
ガ
ラ
ス
製
品
の
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、

次
に
掲
げ
る
も
の

イ

研
磨
洗
浄
施
設

ロ

廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

五
十
四

セ
メ
ン
ト
製
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る

も
の

イ

抄
造
施
設

ロ

成
型
機

ハ

水
養
生
施
設
（
蒸
気
養
生
施
設
を
含
む
。
）

五
十
五

生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
造
業
の
用
に
供
す
る
バ
ッ
チ
ャ
ー
プ
ラ
ン
ト

五
十
六

有
機
質
砂
か
べ
材
製
造
業
の
用
に
供
す
る
混
合
施
設

五
十
七

人
造
黒
鉛
電
極
製
造
業
の
用
に
供
す
る
成
型
施
設

五
十
八

窯
業
原
料
（
う
わ
薬
原
料
を
含
む
。
）
の
精
製
業
の
用
に
供
す
る
施
設

で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

水
洗
式
破
砕
施
設

ロ

水
洗
式
分
別
施
設

ハ

酸
処
理
施
設

ニ

脱
水
施
設

五
十
九

砕
石
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

水
洗
式
破
砕
施
設

ロ

水
洗
式
分
別
施
設

六
十

砂
利
採
取
業
の
用
に
供
す
る
水
洗
式
分
別
施
設

六
十
一

鉄
鋼
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

タ
ー
ル
及
び
ガ
ス
液
分
離
施
設

ロ

ガ
ス
冷
却
洗
浄
施
設

ハ

圧
延
施
設

ニ

焼
入
れ
施
設

ホ

湿
式
集
じ
ん
施
設

六
十
二

非
鉄
金
属
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

還
元
そ
う

ロ

電
解
施
設
（
溶
融
塩
電
解
施
設
を
除
く
。
）

ハ

焼
入
れ
施
設

ニ

水
銀
精
製
施
設

ホ

廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

ヘ

湿
式
集
じ
ん
施
設

六
十
三

金
属
製
品
製
造
業
又
は
機
械
器
具
製
造
業
（
武
器
製
造
業
を
含
む
。
）

の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

焼
入
れ
施
設

ロ

電
解
式
洗
浄
施
設

ハ

カ
ド
ミ
ウ
ム
電
極
又
は
鉛
電
極
の
化
成
施
設

ニ

水
銀
精
製
施
設

ホ

廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

六
十
三
の
二

空
き
び
ん
卸
売
業
の
用
に
供
す
る
自
動
式
洗
び
ん
施
設

〔
追
加
＝
昭
五
六
政
令
三
二
七
〕

六
十
三
の
三

石
炭
を
燃
料
と
す
る
火
力
発
電
施
設
の
う
ち
、
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

〔
追
加
＝
平
一
三
政
令
二
〇
一
〕

六
十
四

ガ
ス
供
給
業
又
は
コ
ー
ク
ス
製
造
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、

次
に
掲
げ
る
も
の

イ

タ
ー
ル
及
び
ガ
ス
液
分
離
施
設

ロ

ガ
ス
冷
却
洗
浄
施
設
（
脱
硫
化
水
素
施
設
を
含
む
。
）

六
十
四
の
二

水
道
施
設
（
水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第

三
条
第
八
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
、
工
業
用
水
道
施
設
（
工
業
用
水
道

事
業
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
も

の
を
い
う
。
）
又
は
自
家
用
工
業
用
水
道
（
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
施
設
の
う
ち
、
浄
水
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る

も
の
（
こ
れ
ら
の
浄
水
能
力
が
一
日
当
た
り
一
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
事
業

場
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

〔
追
加
＝
昭
五
一
政
令
一
二
二
〕

イ

沈
で
ん
施
設

ロ

ろ
過
施
設

六
十
五

酸
又
は
ア
ル
カ
リ
に
よ
る
表
面
処
理
施
設

六
十
六

電
気
め
っ
き
施
設

六
十
六
の
二

エ
チ
レ
ン
オ
キ
サ
イ
ド
又
は
一
・
四―

ジ
オ
キ
サ
ン
の
混
合
施
設

（
前
各
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
〔
追
加
＝
平
二
四
政
令
一
四
七
〕

六
十
六
の
三

旅
館
業
（
旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
（
住
宅
宿
泊
事
業
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第

六
十
五
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
住
宅
宿
泊
事
業
に
該
当
す
る
も
の
及

び
旅
館
業
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
下
宿
営
業
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
の

用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

〔
追
加
＝
昭
四
九
政
令
三
六
三
〕

〔
改
正
＝
令
二
政
令
三
五
六
〕

イ

ち
ゅ
う
房
施
設

ロ

洗
濯
施
設

ハ

入
浴
施
設

六
十
六
の
四

共
同
調
理
場
（
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）

第
六
条
に
規
定
す
る
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
設
置
さ
れ
る
ち
ゅ
う
房

施
設
（
業
務
の
用
に
供
す
る
部
分
の
総
床
面
積
（
以
下
単
に
「
総
床
面
積
」
と

い
う
。
）
が
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
事
業
場
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

〔
追
加
＝
昭
六
三
政
令
二
五
二
〕

六
十
六
の
五

弁
当
仕
出
屋
又
は
弁
当
製
造
業
の
用
に
供
す
る
ち
ゅ
う
房
施
設

（
総
床
面
積
が
三
六
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
事
業
場
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）

〔
追
加
＝
昭
六
三
政
令
二
五
二
〕

六
十
六
の
六

飲
食
店
（
次
号
及
び
第
六
十
六
号
の
八
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

に
設
置
さ
れ
る
ち
ゅ
う
房
施
設
（
総
床
面
積
が
四
二
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

事
業
場
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

〔
追
加
＝
昭
六
三
政
令
二
五
二
〕

六
十
六
の
七

そ
ば
店
、
う
ど
ん
店
、
す
し
店
の
ほ
か
、
喫
茶
店
そ
の
他
の
通
常

主
食
と
認
め
ら
れ
る
食
事
を
提
供
し
な
い
飲
食
店
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）
に
設
置
さ
れ
る
ち
ゅ
う
房
施
設
（
総
床
面
積
が
六
三
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
事
業
場
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
〔
追
加
＝
昭
六
三
政
令
二
五
二
〕

六
十
六
の
八

料
亭
、
バ
ー
、
キ
ャ
バ
レ
ー
、
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
そ
の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
飲
食
店
で
設
備
を
設
け
て
客
の
接
待
を
し
、
又
は
客
に
ダ
ン
ス
さ
せ
る

も
の
に
設
置
さ
れ
る
ち
ゅ
う
房
施
設
（
総
床
面
積
が
一
、
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
事
業
場
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

〔
追
加
＝
昭
六
三
政
令
二
五
二
〕

六
十
七

洗
濯
業
の
用
に
供
す
る
洗
浄
施
設

六
十
八

写
真
現
像
業
の
用
に
供
す
る
自
動
式
フ
ィ
ル
ム
現
像
洗
浄
施
設

六
十
八
の
二

病
院
（
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
一
条
の

五
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
病
床
数
が
三
〇
〇
以

上
で
あ
る
も
の
に
設
置
さ
れ
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

〔
追
加
＝
昭
五
四
政
令
一
三
二
〕

イ

ち
ゅ
う
房
施
設

ロ

洗
浄
施
設

ハ

入
浴
施
設

六
十
九

と
畜
業
又
は
死
亡
獣
畜
取
扱
業
の
用
に
供
す
る
解
体
施
設

〔
改
正
＝
平
二
政
令
一
五
〕

六
十
九
の
二

卸
売
市
場
（
卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）

第
二.

条
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
主
と
し
て
漁
業

者
又
は
水
産
業
協
同
組
合
か
ら
出
荷
さ
れ
る
水
産
物
の
卸
売
の
た
め
そ
の
水

産
物
の
陸
揚
地
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
卸
売
市
場
で
、
そ
の
水
産
物
を
主
と
し

て
他
の
卸
売
市
場
に
出
荷
す
る
者
、
水
産
加
工
業
を
営
む
者
に
卸
売
す
る
者
又

は
水
産
加
工
業
を
営
む
者
に
対
し
卸
売
す
る
た
め
の
も
の
を
除
く
。
）
に
設
置

さ
れ
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
水
産
物
に
係
る
も
の
に
限
り
、

こ
れ
ら
の
総
面
積
が
一
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
事
業
場
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）

〔
追
加
＝
昭
五
一
政
令
一
二
二
〕

〔
改
正
＝
平
三
十
政
令
二
九
三
〕

イ

卸
売
場

ロ

仲
卸
売
場

七
十

廃
油
処
理
施
設
（
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
三
条
第
十
四
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い

う
。
）

七
十
の
二

自
動
車
特
定
整
備
事
業
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
百
八
十
五
号
）
第
七
十
七
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

用
に
供
す
る
洗
車
施
設
（
屋
内
作
業
場
の
総
面
積
が
八
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
事
業
場
に
係
る
も
の
及
び
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

〔
改
正
＝
令
二
政
令
二
一
〕

七
十
一

自
動
式
車
両
洗
浄
施
設

七
十
一
の
二

科
学
技
術
（
人
文
科
学
の
み
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る

研
究
、
試
験
、
検
査
又
は
専
門
教
育
を
行
う
事
業
場
で
環
境
省
令
で
定
め
る
も

の
に
設
置
さ
れ
る
そ
れ
ら
の
業
務
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ

る
も
の

〔
追
加
＝
昭
四
九
政
令
三
六
三
〕

イ

洗
浄
施
設

ロ

焼
入
れ
施
設

七
十
一
の
三

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の

を
い
う
。
）
で
あ
る
焼
却
施
設

〔
追
加
＝
昭
五
四
政
令
一
三
二
〕

七
十
一
の
四

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法

律
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も

の

〔
追
加
＝
昭
五
六
政
令
三
二
七
〕

イ

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令

第
三
百
号
）
第
七
条
第
一
号
、
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
八
号
又
は
第

十
一

号
に
掲
げ
る
施
設
で
あ
っ
て
、
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
又
は
産

業
廃
棄
物
処
理
業
者
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第

四
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
業
と
し
て
行
う
者
（
同
法
第
十
四

条
第
六
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
同
項
本
文
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
を

要
し
な
い
者
及
び
同
法
第
十
四
条
の
四
第
六
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

同
項
本
文
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
が

設
置
す
る
も
の

〔
改
正
＝
平
一
〇
政
令
一
七
三
〕

ロ

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
七
条
第
十
二
号
か

ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
施
設

〔
追
加
＝
平
一
〇
政
令
一
七
三
〕

七
十
一
の
五

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
又
は
ジ
ク
ロ

ロ
メ
タ
ン
に
よ
る
洗
浄
施
設
（
前
各
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

〔
追
加
＝
平
三
政
令
二
四
〇
〕

〔
改
正
＝
平
一
一
政
令
一
二
〇
〕

七
十
一
の
六

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
又
は
ジ
ク
ロ

ロ
メ
タ
ン
の
蒸
留
施
設
（
前
各
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

〔
追
加
＝
平
三
政
令
二
四
〇
〕

〔
改
正
＝
平
一
一
政
令
一
二
〇
〕

七
十
二

し
尿
処
理
施
設
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
三
十
二
条
第
一
項
の
表
に
規

定
す
る
算
定
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
処
理
対
象
人
員
が
五
〇
〇
人
以
下
の
し

尿
浄
化
槽
を
除
く
。
）

七
十
三

下
水
道
終
末
処
理
施
設

七
十
四

特
定
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
水
（
公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
る
も
の

を
除
く
。
）
の
処
理
施
設
（
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）



－５－ 

３ 特定施設等に関する届出 

水質汚濁防止法では、工場・事業場から公共用水域に水を排出する者が、特定施設の

設置等をしようとするときは、所定の事項を都道府県知事（一宮市にあっては一宮市長）

に届け出なければなりません。また、平成 24 年６月以降は、有害物質使用特定施設及び

有害物質貯蔵指定施設の設置等をしようとするときも公共用水域への水の排出の有無に

関わらず同様に届出が必要となりました。 

この届出は当該工場・事業場の規模、排出水量にかかわらず届け出る必要があります。 

なお、特定施設等に関する届出の概要については表２のとおりです。 

表２ 水質汚濁防止法における届出の概要

届 出 が 必 要 な 場 合 届出種類 届出時期 条文

工場・事業場から公共用水域に水を排出す

る者が、特定施設を設置しようとするとき｡

工場・事業場から地下に有害物質使用特定施

設に係る汚水等（これを処理したものも含

む）を含む水を浸透させる者が有害物質使用

特定施設を設置しようとするとき。 

有害物質使用特定施設等を設置しようとす

るとき。

特 定 施 設 

（有害物質貯

蔵指定施設） 

設 置 届 出 書

着工予定日の

60 日前まで

第５条 

 第 1 項 

 第 2 項 

 第 3 項 

ある施設が法律の改正等により新たに特定

施設となった際、現にその施設を設置して

いる者で排出水を排出しているとき、又は

特定地下浸透水を浸透させているとき、又は

新たに有害物質使用特定施設あるいは有害

物質貯蔵指定施設となった際にその施設を

設置しているとき。

特 定 施 設 

（有害物質貯

蔵指定施設） 

使 用 届 出 書

特定施設等に

指定されてか

ら 30 日以内

第６条

特定施設等の設置又は使用届出をした者

が、施設の構造・設備・使用の方法、汚水

等の処理の方法等を変更しようとすると

き。

特 定 施 設 

（有害物質貯

蔵指定施設） 

変 更 届 出 書

着工予定日の

60 日前まで
第７条

特定施設等の設置又は使用届出をした者

が、当該施設の使用を廃止したとき。

特定施設（有

害物質貯蔵指

定施設）使用 

廃 止 届 出 書

廃止してから

30 日以内
第 10 条

特定施設等の設置又は使用届出をした者

が、氏名・名称・所在地等に変更があった

とき｡

氏 名 等 変 更

届 出 書

変更してから

30 日以内
第 10 条

特定施設等の設置又は使用届出をした者か

ら特定施設等を譲り受け、借り受け、相続

又は合併等により使用者に変更があったと

き。

承 継 届 出 書
承継してから

30 日以内
第 11 条



－６－ 

〈注〉実施の制限と期間短縮 

特定施設等を設置又は変更するときは、届出が受理されてから 60 日を経過した

後でなければ、設置または変更の工事ができないことになっていますが（法第 9 条

第 1 項）、届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、都道府県知事（一宮

市にあっては一宮市長）は実施の制限の期間を短縮することができます（法第 9 条

第 2 項）。 

⇒『排出水』：特定事業場から公共用水域に排出される水。 

⇒『特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置届出書』の届出事項：

 ①氏名又は名称及び住所（法人の場合は代表者の氏名） 

 ②工場・事業場の名称及び所在地 

 ③特定施設の種類 

 ④特定施設等の構造 

 ⑤特定施設等の設備 

 ⑥特定施設等の使用の方法 

 ⑦特定施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法 

 ⑧排出水の汚染状態及び量など 

 ⑨排出水に係る用水及び排水の系統 

 ⑩有害物質に係る用水及び排水又は搬入及び搬出の系統 

（※有害物質使用特定施設等については、平成 24 年６月１日から施行） 

⇒『特定地下浸透水』：有害物質使用特定事業場から地下に浸透する水で有害物質使用特

定施設に係る汚水等（これを処理したものを含む。）を含むもの。 

⇒『排水基準』：詳細はＰ７～９。 
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４ 排水基準 

排水基準は排出水の汚染状態（濃度）についての許容限度をいいます（法第 3 条）。 

(1) 環境省令で定める排水基準（一律排水基準） 

環境省令で定めた排水基準は、全公共用水域を対象とし、全ての特定事業場に対し

一律の基準であるため、「一律排水基準」と呼ばれます。 

この排水基準はカドミウム等有害物質については排出水の量を問わず、全特定事業

場に適用されます（表 3）。また、水素イオン濃度等生活環境項目については、平均的

な排出水の量が 50ｍ３/日以上の事業場についてのみ適用されます（表 4）。このうち、

BOD は河川への排出水に、COD は海域と湖沼への排出水に限り適用されます。 

また、一律排水基準は原則的には排出水の汚染状態の最大値で定めていますが、

BOD 等一定の項目については、最大値と併せて日間平均値を定めています。 

なお、排水基準違反に対しては、直罰規定が設けられています。 

図１ 一律排水基準の適用

 全ての特定事業場に適用 

 日平均排出水量 50ｍ３以上 

 の特定事業場に適用 

⇒『直罰規定』：排水口での排水基準違反に対しては、特定事業場から公共用水域に水を

排出する者に対して直ちに罰則が適用されます（詳細はＰ10）。 

有 害 物 質 の 排 水 基 準 

生活環境項目の排水基準 



表３ 有害物質の排水基準（一律排水基準） 
有 害 物 質 の 種 類 許 容 限 度 参考：地下浸透基準 

カドミウム及びその化合物 カドミウムとして 0.03 ｍｇ/Ｌ 0.001   ｍｇ/Ｌ 

シアン化合物 シアンとして 1 ｍｇ/Ｌ 0.1    ｍｇ/Ｌ 

有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオ
ン、メチルジメトン及びＥＰＮに限る。） 1    ｍｇ/Ｌ 0.1    ｍｇ/Ｌ 

鉛及びその化合物 鉛として 0.1 ｍｇ/Ｌ 0.005  ｍｇ/Ｌ

六価クロム化合物 六価クロムとして 0.2 ｍｇ/Ｌ 0.01     ｍｇ/Ｌ 

砒素及びその化合物 砒素として 0.1 ｍｇ/Ｌ 0.005    ｍｇ/Ｌ 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 水銀として 0.005 ｍｇ/Ｌ 0.0005   ｍｇ/Ｌ 

アルキル水銀化合物 検出されないこと 0.0005   ｍｇ/Ｌ 

ポリ塩化ビフェニル 0.003  ｍｇ/Ｌ 0.0005   ｍｇ/Ｌ 

トリクロロエチレン 0.1   ｍｇ/Ｌ 0.002    ｍｇ/Ｌ 

テトラクロロエチレン 0.1   ｍｇ/Ｌ 0.0005   ｍｇ/Ｌ 

ジクロロメタン 0.2   ｍｇ/Ｌ 0.002    ｍｇ/Ｌ 

四塩化炭素 0.02   ｍｇ/Ｌ 0.0002   ｍｇ/Ｌ 

1,2－ジクロロエタン 0.04   ｍｇ/Ｌ 0.0004   ｍｇ/Ｌ 

1,1－ジクロロエチレン 1      ｍｇ/Ｌ 0.002    ｍｇ/Ｌ 

1,2－ジクロロエチレン 
シス体 0.4 ｍｇ/Ｌ 

ﾄﾗﾝｽ体  - 

シス体 0.004 ｍｇ/Ｌ 
ﾄﾗﾝｽ体 0.004 ｍｇ/Ｌ 

1,1,1－トリクロロエタン 3      ｍｇ/Ｌ 0.0005   ｍｇ/Ｌ 

1,1,2－トリクロロエタン 0.06   ｍｇ/Ｌ 0.0006   ｍｇ/Ｌ 

1,3－ジクロロプロペン 0.02   ｍｇ/Ｌ 0.0002   ｍｇ/Ｌ 

チウラム 0.06   ｍｇ/Ｌ 0.0006   ｍｇ/Ｌ 

シマジン 0.03   ｍｇ/Ｌ 0.0003   ｍｇ/Ｌ 

チオベンカルブ 0.2    ｍｇ/Ｌ 0.002    ｍｇ/Ｌ 

ベンゼン 0.1    ｍｇ/Ｌ 0.001    ｍｇ/Ｌ 

セレン及びその化合物 セレンとして 0.1 ｍｇ/Ｌ 0.002    ｍｇ/Ｌ 

ほう素及びその化合物 
海域以外:ほう素として 10 ｍｇ/Ｌ 
海域:ほう素として 230 ｍｇ/Ｌ 0.2      ｍｇ/Ｌ 

ふっ素及びその化合物 
海域以外:ふっ素として 8 ｍｇ/Ｌ 
海域:ふっ素として 15 ｍｇ/Ｌ 0.2      ｍｇ/Ｌ 

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化

合物及び硝酸化合物 

ｱﾝﾓﾆｱ性窒素に 0.4 を乗じたもの、
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合
計量 100 ｍｇ/Ｌ 

ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 0.7ｍｇ/Ｌ、
亜硝酸性窒素 0.2ｍｇ/Ｌ、
硝酸性窒素 0.2ｍｇ/Ｌ 

1,4-ジオキサン 0.5    ｍｇ/Ｌ  0.005  ｍｇ/Ｌ 

塩化ビニルモノマー － 0.0002  ｍｇ/Ｌ 

表４ 生活環境項目の排水基準（一律排水基準） 
項     目 許 容 限 度 

水素イオン濃度（ｐＨ） 
海域以外の公共用水域に排出されるもの:5.8以上8.6以下 
海域に排出されるもの:5.0 以上 9.0 以下

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）  160 ｍｇ/Ｌ（日間平均 120 ｍｇ/Ｌ） 

化学的酸素要求量（ＣＯＤ）  160 ｍｇ/Ｌ（日間平均 120 ｍｇ/Ｌ） 

浮遊物質量（ＳＳ）  200 ｍｇ/Ｌ（日間平均 150 ｍｇ/Ｌ） 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）    5 ｍｇ/Ｌ 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含
有量） 

  30 ｍｇ/Ｌ 

フェノール類含有量    5 ｍｇ/Ｌ 

銅含有量    3 ｍｇ/Ｌ 

亜鉛含有量    2 ｍｇ/Ｌ 

溶解性鉄含有量   10 ｍｇ/Ｌ 

溶解性マンガン含有量   10 ｍｇ/Ｌ 

クロム含有量    2 ｍｇ/Ｌ 

大腸菌群数 日間平均 3,000 個/1 ㎝３

窒素含有量  120 ｍｇ/Ｌ（日間平均 60 ｍｇ/Ｌ） 

燐含有量   16 ｍｇ/Ｌ（日間平均 8 ｍｇ/Ｌ） 
備考  1 「日間平均」による許容限度は､1 日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものです。

2 ＢＯＤについての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出されるものに限って適用し、ＣＯＤについての排
水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用します。 
3 窒素含有量、燐含有量についての排出基準は、窒素又は燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれが
ある湖沼、及び海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれら
に流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用されます。（愛知県はほぼ全域（一宮市は全域）が適用地域とな
っています。）

－８－ 
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(2) 都道府県が条例で定める排水基準（上乗せ排水基準）

都道府県は、(1)で定める一律排水基準では水域の実情からみて、水質汚濁防止上

不十分と考えられる水域については、条例で、一律排水基準にかえて適用すべき、よ

り厳しい排水基準を定めることができます（法第３条第３項）。 

愛知県では県内全体を７水域に分け、特定事業場の新設・既設、業種の種類、排水

量の規模の区分を行い、それぞれに一律排水基準より厳しい上乗せ排水基準を設けて

います。 

上乗せ排水基準の項目は、生物化学的酸素要求量（BOD）、化学的酸素要求量（COD）、

浮遊物質量（SS）、ノルマルヘキサン抽出物質含有量、フェノール類含有量、銅含有

量等です。 

具体的な基準値等については、事業場の所在地を所轄する事務所（一宮市にあって

は一宮市役所）までお問い合わせください。 

〈注１〉 日平均排出水の量が 50ｍ３未満の事業場についても、上乗せ排水基準を設けて

います。 

〈注２〉 愛知県が条例で定める上乗せ排水基準は愛知県のウェブサイト（あいちの環

境）から見ることができます。 

⇒『７水域』： 

木曽川水域 

名古屋港・庄内川等水域 

名古屋市内水域 

衣浦湾・境川等水域 

矢作川水域 

渥美湾・豊川等水域 

天竜川水域 



－１０－ 

５ 排水基準の遵守の責務 

排出水を排出する者は、その汚染状態が当該事業場の排水口において、排水基準に適

合しない排出水を排出してはなりません（法第 12 条第 1 項）。 

図２ 排水基準の適用される場所 

都道府県知事（一宮市にあっては一宮市長）は、工場又は事業場に対し、排水基準を

遵守させるために、計画変更命令・改善命令等の強制措置を取ることができます。 

(1) 特定施設設置前の措置

ア 未届出、虚偽の届出に対する罰則 

特定施設の設置や変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は懲役又は罰金に

処せられます。 

イ 計画変更命令等 

都道府県知事（一宮市にあっては一宮市長）は、特定施設設置や変更の届出に係

る特定事業場の排出水の汚染状態が、排水口において排水基準に適合しないと認

めるときは、その届出の受理日から 60 日以内に限り、特定施設の構造や使用の方

法、汚水等の処理の方法に関する計画の変更、又は特定施設設置に係る計画の廃

止を命ずることができます（法第 8 条第 1 項）。 

(2) 特定施設設置後の措置

ア 直罰規定 

当該事業場の排水口において、排出水の汚染状態が排水基準に違反した者は、  

懲役又は罰金に処せられます。 

排水口がＡ、Ｂ、Ｃの３つあ

るとすると、いずれの排水口

においても、排水基準に適合

していなければ違反となる。

（雨水のみの排水口にも基準

が適用される。） 

Ｂ 

Ａ 

Ｃ 

◎：特定施設

特定事業場 

公共用水域（河川等） 
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イ 改善命令等  

都道府県知事（一宮市にあっては一宮市長）は、排出水を排出する者が、その汚

染状態が排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、期

限を定めて特定施設の構造や使用の方法もしくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、

又は特定施設の使用や排出水の排出の一時停止を命ずることができます（法第 13

条第 1 項）。 

なお、これら(1)・(2)の命令等に違反した者は、懲役又は罰金に処せられます。 

図３ 排水基準を遵守させるための措置 

(3) 排出水等の測定義務

排出水を排出する者は、常にその汚染状態について注意する必要があるため、排出

水の汚染状態を測定し、結果を記録し、保存しておかなければなりません。排水基準

が定められている事項のうち、様式第 1 別紙 4（排出水の汚染状態及び量）により排

水口ごとに届け出たものについては年に１回以上（ただし、温泉を利用する旅館業に

ついては一部の項目について３年に１回以上）、その他のものについては必要に応じ

て測定することとされています。これに違反した場合、罰金に処せられます（法第 14

条第 1 項、規則第 9 条第 1 号及び法第 33 条第 3 号）。 

また、排出先の公共用水域の水質の汚濁状況を考慮して、当該特定事業場の排水口

の位置その他排出方法を適切にしなければなりません（法第 14 条第 4 項）。 

なお、測定の結果は、所定の方式に従って記録し、測定に伴い作成したチャートそ

の他の資料とともに３年間保存しておかなければなりません（規則第 9条 8号、9号）。 

特 定 施 設 設 置 前  計 画 変 更 命 令 等 

特 定 施 設 設 置 後  

排 水 基 準 違 反  

へ の 直 罰  

改 善 命 令 等 
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６ 地下浸透水の規制等 

有害物質使用特定事業場から水を排出する者は、有害物質を含む（検出される）水

を地下に浸透させてはなりません（法第 12 条の 3）。これは、有害物質による地下水

汚染を未然に防止するために設けられた規定で、漏出等非意図的な原因による有害物

質の地下浸透に対しても適用できることとなっています。 

(1) 有害物質使用特定施設設置前の措置

ア 未届出、虚偽の届出に対する罰則 

有害物質使用特定施設の設置や変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は懲

役又は罰金に処せられます（法第 32 条）。 

イ 計画変更命令等 

都道府県知事（一宮市にあっては一宮市長）は、有害物質使用特定施設の設置

や変更の届出に係る施設が構造等に関する基準に適合しないと認めるときは、そ

の届出の受理日から 60 日以内に限り、当該施設の構造、設備若しくは使用の方法

に関する計画の変更、又は当該施設設置に係る計画の廃止を命ずることができま

す（法第 8 条第 2 項）。 

(2) 有害物質使用特定施設設置後の措置

ア 改善命令等 

都道府県知事（一宮市にあっては一宮市長）は、有害物質使用特定事業場から有

害物質を含む水を地下に浸透させるおそれがあると認められるときは、その設置者

に対し、期限を定めて、特定施設の構造や使用方法、汚水等の処理方法の改善を命

じ、又は特定施設の使用や地下浸透の一時停止を命ずることができます（法第 13

条の 2）。 

イ 汚染地下水の水質浄化措置命令 

都道府県知事（一宮市にあっては一宮市長）は、特定事業場からの有害物質が地

下に浸透し人の健康に被害が生じる、又はそのおそれがあると認めたときは、特定

事業場の設置者に、期限を定めて、地下水の水質浄化を命ずることができます（法

第 14 条の 3）。いったん汚染された地下水は、流速が緩慢である等の理由から自然

浄化を期待することが難しいことから、人の健康に係る被害が生じるおそれが出て

きています。このため、汚染された地下水の水質浄化を図るため、平成 8 年 6 月、

この地下水浄化命令規定が追加されました。 

⇒『有害物質使用特定事業場』：有害物質をその施設において製造し、使用し又は処理す

る特定施設を設置する特定事業場 
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７ 構造等規制制度（地下水汚染未然防止） 

有害物質による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質の使用、貯蔵等を行う

施設・設備や作業における漏えいを防止するとともに、漏えいが生じたとしても地下へ

の浸透を防止し地下水の汚染に至ることのないよう、有害物質の使用、貯蔵等を行う施

設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵

守義務、定期点検の実施及び結果の記録・保存の義務等の規定が新たに設けられました

（平成 24 年 6 月 1 日より施行）。 

(1)有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準及び定期点検の方法等

ア 構造等に関する基準 

有害物質使用特定施設等の施設本体が設置されている床面及び周囲、有害物質使

用特定施設等に接続する配管等、排水溝等の設備並びに地下貯蔵施設（有害物質貯

蔵指定施設のうち地下に設置されるもの。）並びに有害物質使用特定施設等の使用の

方法について規定されています。 

イ 定期点検の方法等 

有害物質使用特定施設等については、当該施設の構造等に関する基準に応じた定

期点検を実施し、その結果を記録し、これを３年間保存しなければならないと規定

されています。 

(2) 有害物質使用特定施設等設置前の措置

ア 未届出、虚偽の届出に対する罰則 

特定施設等の設置や変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は懲役又は罰金

に処せられます（法第 32 条）。 

イ 計画変更命令等 

都道府県知事（一宮市にあっては一宮市長）は、有害物質使用特定施設等の設

置や変更の届出に係る施設が構造等に関する基準に適合しないと認めるときは、

その届出の受理日から 60 日以内に限り、当該施設の構造、設備若しくは使用の方

法に関する計画の変更、又は当該施設設置に係る計画の廃止を命ずることができ

ます（法第 8 条第 2 項）。 

(3) 有害物質使用特定施設等設置後の措置 

ア 改善命令等 

都道府県知事（一宮市にあっては一宮市長）は、有害物質使用特定施設等が構造

基準に適合していないと認めるときは、期限を定めて当該施設の構造、設備若しく

は使用の方法の改善を命じ、又は当該施設の使用の一時停止を命ずることができま

す（法第 13 条の 3）。 
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８ 事故時の措置 

工場・事業場において特定施設の破損等の事故が発生し、有害物質や指定物質や油を

含む水が排出された場合には、直ちに応急の措置を講じ環境汚染の拡大防止を図る必要

があります。このため、事故時の措置の対象として、平成元年には有害物質が定められ、

平成８年には油が追加され、平成 23 年には指定物質（表５参照）が追加されました。 

※ 特定事業場の設置者は、当該事業場において、特定施設の破損その他の事故が発生

し、有害物質を含む水若しくは生活環境項目の排水基準に適合しないおそれがある水

が当該特定事業場から公共用水域に排出され、又は有害物質を含む水が当該特定事業

場から地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれ

があるときには、直ちにその水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を自ら講ず

るとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事（一宮市

にあっては一宮市長）に届け出なければなりません（法第 14 条の２第１項）。 

※ 指定事業場の設置者は、当該事業場において、指定施設の破損その他の事故が発生

し、有害物質又は指定物質を含む水が当該指定事業場から公共用水域に排出され、又

は地下に浸透したことにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれ

があるときには、直ちに、引き続く有害物質又は指定物質を含む水の排出又は浸透の

防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置

の概要を都道府県知事（一宮市にあっては一宮市長）に届け出なければなりません（法

第 14 条の２第２項）。 

※ 貯油事業場等において、事故が発生し油を含む水を公共用水域に流出させた場合や

地下に浸透させた場合も同様です（法第 14 条の２第３項）。 

 都道府県知事（一宮市にあっては一宮市長）は、特定事業場、指定事業場及び貯油事

業場の設置者がその応急措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、応急措

置を講ずべきことを命ずることができるとされています（法第 14 条の２第４項）。 

図４ 事故時の措置

⇒ 対象となる『油』：原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油、動植物油 

⇒『貯油事業場等』：上記の油の貯油施設または油水分離施設を設置している事業場

特定事業場、指定事業場、貯油事業場 

事故による「有害物質」「指定物質」「生活環境項目の排水基準に適合しないおそれが

ある水」「油」の排出、浸透 

応急措置 

届出 

（措置が不十分の場合）

応急措置命令 命令違反 罰 則 
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表５ 指定物質

番号 物質名 番号 物質名 

1 ホルムアルデヒド 31 プロピザミド 

2 ヒドラジン 32 クロロタロニル（ＴＰＮ） 

3 ヒドロキシルアミン 33 フェニトロチオン（ＭＥＰ） 

4 過酸化水素 34 イプロベンホス（ＩＢＰ） 

5 塩化水素 35 イソプロチオラン 

6 水酸化ナトリウム 36 ダイアジノン 

7 アクリロニトリル 37 イソキサチオン 

8 水酸化カリウム 38 クロルニトロフェン（ＣＮＰ） 

9 アクリルアミド 39 クロルピリホス 

10 アクリル酸 40 フタル酸ビス（2-エチルヘキシル） 

11 次亜塩素酸ナトリウム 41 アラニカルブ 

12 二硫化炭素 42 クロルデン 

13 酢酸エチル 43 臭素 

14 メチル-ｔ-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） 44 アルミニウム及びその化合物 

15 硫酸 45 ニッケル及びその化合物 

16 ホスゲン 46 モリブデン及びその化合物 

17 1，2-ジクロロプロパン 47 アンチモン及びその化合物 

18 クロルスルホン酸 48 塩素酸及びその塩 

19 塩化チオニル 49 臭素酸及びその塩 

20 クロロホルム 50 
クロム及びその化合物 

（六価クロム化合物を除く。） 

21 硫酸ジメチル 51 マンガン及びその化合物 

22 クロルピクリン 52 鉄及びその化合物 

23 ジクロルボス（ＤＤＶＰ） 53 銅及びその化合物 

24 オキシデプロホス(ＥＳＰ） 54 亜鉛及びその化合物 

25 トルエン 55 フェノール類及びその塩類 

26 エピクロロヒドリン 56 ヘキサメチレンテトラミン 

27 スチレン 57 アニリン 

28 キシレン 58 
ペルフルオロオクタン酸（ＰＦＯＡ）

及びその塩 

29 パラ-ジクロロベンゼン 59 
ペルフルオロ（オクタン-１-スルホ

ン酸）（ＰＦＯＳ）及びその塩 

30 フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） 60 
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 

及びその塩 
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９ 水質総量削減制度 

水質総量削減制度は、汚濁が著しい広域的な閉鎖性水域の水質改善を図るため、従来

の濃度規制に加えて、人口、産業などが集中し、生活又は事業活動に伴い排出された水

が大量に流入することによる汚濁が著しい広域的な閉鎖性海域である伊勢湾、東京湾及

び瀬戸内海を指定水域とし、ＣＯＤ、窒素含有量及びりん含有量の生活環境保全に係る

水質環境基準の確保を図ることを目途として、当該水域に流入する地域を指定地域と定

め、そこから発生する汚濁負荷の総量を計画的かつ段階的に削減しようとする制度です。 

(1) 伊勢湾(三河湾を含む｡)における指定水域及び指定地域 

伊勢湾に係る水域では、愛知県、

三重県及び岐阜県の地域が指定地域

となっており、愛知県においては、

北設楽郡の一部と渥美半島の太平洋

側の一部を除いて、ほぼ全域が指定

地域となっています。 

(2) 水質総量削減制度の概要 

指定水域：伊勢湾(三河湾を含む。)、東京湾、瀬戸内海 

指定項目：ＣＯＤ、窒素含有量、りん含有量 

【総量削減基本方針】 

・指定水域ごとに環境大臣が策定 

・削減目標量の設定 等 

【総量削減計画】 

・総量削減基本方針に基づき、都府県ごとに知事が策定 

・発生源別の削減目標量及び削減対策 等 

【事業の実施】 

・下水道の整備 

・し尿処理施設の

整備 等 

 【総量規制基準による規制】 

・排水量が５０ｍ３/日以上の 

工場・事業場が対象 

・排水濃度×排水量 の規制 

 【削減指導等】 

・小規模事業場 

・畜産、農業 

・一般家庭 等 

図５ 伊勢湾に係る指定水域及び指定地域 

岐阜県

斜線部分が指定水域
着色部分が指定地域

伊良湖岬 

大王埼 

愛知県

三重県

伊勢湾 
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 (3) 総量削減計画 

水質総量削減制度の対象水域となる指定水域を有する都府県知事は、総量削減基本

方針（「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針」）に

基づき、総量削減計画を策定することとなっています。 

愛知県では、第９次水質総量削減計画（「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん

含有量に係る総量削減計画」）を令和 4 年 10 月 25 日に公表し、基本方針の定める削

減目標量が達成されるよう、生活系、産業系及びその他系の汚濁負荷の発生源ごとに

削減目標量（令和６年度を目標年度とする。）を定めるとともに、これを達成するた

めに次の具体的な施策を定めています。 

①生活排水対策 ②産業排水対策 ③その他の対策 ④環境教育、啓発等 

⑤その他の事項 

(4) 総量規制基準 

水質総量削減制度では、削減目標量を達成するための主要な手段として、一定規模

以上の工場・事業場からの排水に対し、濃度規制による排水規制に加え、総量規制基

準による特別の規制措置を講じることとしています。 

愛知県では、第８次総量規制基準を平成 29 年 6 月 27 日に告示し、同年 9 月１日に

施行しました。 

第８次総量規制基準は、平成 29 年 9 月 1 日から適用されています。また、令和 4

年 10 月 25 日に第 8 次総量規制基準（窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準）

を一部改正し、第９次総量規制基準へ移行しました 

〈注〉水質総量削減制度については、愛知県のウェブサイト（あいちの環境）から見る

ことができます。 

⇒『水質環境基準』： 

公共用水域の水質について、「人の健康を保護し及び生活環境を保全するうえで維

持することが望ましい基準」として環境基本法第 16 条に定められている基準。 

環境省のウェブサイト（環境基準・法令等）から見ることができます。 
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１０ 指定地域内事業場とその責務 

総量規制の対象となる事業場は、指定地域内に立地していて、日平均排水量（間接冷

却水等を含む。）が 50ｍ３／日以上である特定事業場（指定地域内事業場）です。 

総量規制では、指定地域内事業場に対し、次のことが義務づけられています。 

(1) 総量規制基準の遵守

総量規制基準は、１日当たりに排出される汚濁負荷量の許容限度として指定地域内

事業場ごとに定めたもので、次の算式を基本として算出されます。 

Ｌ ＝ Ｃ × Ｑ ÷ 1,000

Ｌ：排出が許容される１日の汚濁負荷量（kg／日） 

Ｃ：都道府県知事が指定地域内事業場の業種等の区分ごとに定める 

一定のＣＯＤ、窒素含有量又はりん含有量の値（mg／Ｌ） 

Ｑ：特定排出水の量（ｍ３／日） 

また、指定地域内事業場が２つ以上の業種に属する場合は、業種ごとに上記の算式

等により算定した値を合計したものが、その事業場の総量規制基準となります。 

（例） 総量規制基準の算出方法（全ての排出水が同じ業種区分による特定排出水であ

る場合のＣＯＤ負荷量） 

Ｃ： ２０ （mg／Ｌ） 

Ｑ： ８０ （ｍ３／日） 

Ｌ＝２０×８０÷1,000＝1.6（kg／日） 

したがって、この場合のＣＯＤに係る総量規制基準（１日当たり排出すること

が許される汚濁負荷量）は、1.6（kg／日）となります。 

総量規制では、各指定地域内事業場はそれぞれに定められた総量規制基準を遵守す

る義務があるとされています（法第 12 条の２）。 

① 指定地域内事業場における特定施設設置前の措置

ア 未届出、虚偽の届出に対する罰則 

特定施設の設置や変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は懲役又は罰金に

処せられます。 

⇒『特定排出水』：指定地域内事業場から排出される排出水のうち、間接冷却水等の汚濁

負荷量が増加しないもの以外の水。 
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イ 計画変更命令等 

都道府県知事（一宮市にあっては一宮市長）は、特定施設設置や変更の届出に

係る指定地域内事業場から排出される排出水の汚濁負荷量が、総量規制基準に適

合しないと認めるときは、その届出の受理日から 60 日以内に限り、当該指定地域

内事業場における汚水又は廃液の処理の方法の改善その他必要な措置を採るべき

ことを命ずることができます（法第 8 条の 2）。 

② 指定地域内事業場における特定施設設置後の措置

ア 改善命令等  

都道府県知事（一宮市にあっては一宮市長）は、その汚濁負荷量が総量規制基準

に適合しない排出水が排出されるおそれがあると認めるときは、当該排出水に係る

指定地域内事業場の設置者に対し、期限を定めて、当該指定地域内事業場における

汚水又は廃液の処理の方法の改善その他必要な措置を採ることを命ずることができ

ます（法第 13 条第 3 項）。 

(2) 汚濁負荷量の測定及び記録

総量規制基準が適用されている指定地域内事業場においては、排出水の１日当たり

の汚濁負荷量を測定し、その結果を記録しておかなければなりません（法第 14 条第

２項）。 

① 測定場所

総量規制の対象となるのは特定排出水の汚濁負荷量です。したがって、総量規制

の対象から除外されている間接冷却水等が混入しない場所で試料を採水し、排出水

の量及び水質を計測することが原則とされています。 

なお、濃度規制では、公共用水域へ排出される末端の排水口が測定場所となって

います。 

図６ 特定排出水の測定場所（例） 

<凡例> （工）：特定排出水、 （冷）：間接冷却水、 （雨）：雨水、 

  処理：排水処理施設、     ：排水経路 

処 理 

※濃度規制 
適用場所 

排水口

公
共
用
水
域

＜特定事業場＞

Ａ（工） 

Ｂ（工） 

Ｃ（工） 

 （冷） 

 （雨） 

特定排出水の量及びＣＯＤ､Ｎ及びＰの測定場所
処 理 

測 定
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② 汚濁負荷量の測定回数

指定地域内事業場の日平均排水量 測 定 頻 度 

 ４００ｍ３以上 排水の期間中、毎日 

 ２００ｍ３以上 ４００ｍ３未満 7 日を超えない排水の期間ごとに 1 日以上 

 １００ｍ３以上 ２００ｍ３未満 14 日を超えない排水の期間ごとに 1 日以上 

  ５０ｍ３以上 １００ｍ３未満 30 日を超えない排水の期間ごとに 1 日以上 

〈注〉ただし、事業場の規模等の事情でこれらの測定回数が困難であると認められる

場合で、都道府県知事が別に期間を定めているときは、その期間ごとに行う。 

(3) 汚濁負荷量測定手法の届出

指定地域内事業場の設置者は、あらかじめ、当該事業場に適した汚濁負荷量測定手

法を都道府県知事（一宮市にあっては一宮市長）に届け出る義務があります。（法第

14 条第 3 項）。 

その届出の内容は、次のとおりです。 

① 特定排出水の COD、窒素含有量及びりん含有量に関する汚染状態、特定排出水の

量、その他汚濁負荷量の測定に必要な計測方法及び計測場所。 

② 特定排出水の１日当たりの汚濁負荷量の算定方法。 

③ その他汚濁負荷量の測定方法について参考となるべき事項。 
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１１ その他 

(1) 事業者の責務 

汚水又は廃液を公共用水域に排出させ、又は地下に浸透させる全ての事業者は、そ

の事業活動に伴う汚水又は廃液の公共用水域への排出又は地下への浸透の状況を把

握するとともに、当該汚水又は廃液による公共用水域又は地下水の水質汚濁防止のた

めに必要な措置を講ずるようにしなければならないとされています（法第14条の4）。 

(2) 報告徴収及び立入検査

都道府県知事（一宮市にあっては一宮市長）は、排出水を排出する者に対し、特定

施設の状況や汚水等の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員

に、特定事業場の立ち入り、特定施設その他の物件を検査させることができるとされ

ています（法第 22 条）。 

(3) 水質汚濁状況の監視

都道府県知事（一宮市にあっては一宮市長）は、公共用水域及び地下水の水質汚濁

の状況の監視を常時行うことを義務付けられています（法第 15 条）。 

また、都道府県知事は、公共用水域及び地下水の水質測定が統一的・総合的に行わ

れるよう、毎年測定項目・測定地点・測定方法等について測定計画を作成することと

されています。さらに、都道府県知事（一宮市にあっては一宮市長）は、その計画に

よる測定結果を公表することとされています（法第 16 条及び第 17 条）。 

なお、一宮市の公共用水域等の水質結果については、一宮市のウェブサイトから次

の手順で見ることができます。 

一宮市のウェブサイト → ページＩＤ検索 「1000395」 

ＵＲＬ https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kankyou/kankyouhozen 

/1043985/1043986/1000177/1000395/index.html 

(4) 生活排水対策の推進

生活排水による公共用水域の汚濁の防止を図るための国および地方公共団体の責

務、国民の責務を明らかにし、重点地域の指定、推進計画の推進などについて定めて

います（法第 14 条の 5～第 14 条の 11）。 

(5) 事務の委任

都道府県知事の権限に属する事務のうち、届出の受理、計画変更命令等に関する事

務は、政令市（愛知県にあっては名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市及び

豊田市）の長に委任されています（法第 28 条）。 
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公共用水域の常時監視

１２ 水質汚濁防止法による規制・指導の体系 

注）       は総量規制関係、        は地下水汚染未然防止関係

特定施設

有害物質貯蔵指定施設

設置又は構造等

の変更の届出
書面審査

排水基準又は構造基

準に適合しないと認

めるもの

総量規制基準に適合

しないと認めるもの

計画変更命令 計画変更命令違反

事前措置命令 事前措置命令違反

排水基準又は構造基

準に適合すると認め

るもの

総量規制基準に適合

すると認めるもの

特定事業場等

指定地域内

事業場

特定施設の設置又は

構造等の変更

排出水の汚染状態の測定・記録・保存
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排 出 水
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改善命令等

改善措置命令

改善命令等違反

改善措置命令違反

緊急時の措置命令 緊急措置命令違反

罰   則

有害物質に該当する物質

を含む水の地下浸透

汚染原因者への

浄 化 措 置 命 令 浄化措置命令違反

特定事業場

貯油事業場

事故による

排出、浸透
応急措置・届出 応急措置命令違反

汚濁負荷量

の把握

水質汚濁の

状況

測定結果記録保存義務違反

指定事業場

有害物質・生活環境項目

有害物質・指定物質

油

排水基準に適合しないもの

施設等の定期点検の記録・保存 点検結果記録保存義務違反
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参考１ 水質汚濁防止法（一部抜粋） 

（昭和４５年法律第１３８号） 

（目的）  

第１条 この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下

に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等に

よつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁（水質以外の水の状態が悪化すること

を含む。以下同じ。）の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環

境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康

に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることに

より、被害者の保護を図ることを目的とする。  

（排水基準）  

第３条 排水基準は、排出水の汚染状態（熱によるものを含む。以下同じ。）について、

環境省令で定める。  

２ 前項の排水基準は、有害物質による汚染状態にあっては、排出水に含まれる有害

物質の量について、有害物質の種類ごとに定める許容限度とし、その他の汚染状態

にあっては、前条第２項第二号に規定する項目について、項目ごとに定める許容限

度とする。  

３ 都道府県は、当該都道府県の区域に属する公共用水域のうちに、その自然的、社

会的条件から判断して、第１項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活

環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出

される排出水の汚染状態について、政令で定める基準に従い、条例で、同項の排水

基準にかえて適用すべき同項の排水基準で定める許容限度よりきびしい許容限度

を定める排水基準を定めることができる。  

４～５（略） 

（特定施設等の設置の届出）  

第５条 工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しよう

とするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項（特定施設が有害物質使

用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第五号を

除く。）を都道府県知事に届け出なければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 工場又は事業場の名称及び所在地 

三 特定施設の種類 

四 特定施設の構造 

五 特定施設の設備 

六 特定施設の使用の方法 

七 汚水等の処理の方法 

八 排出水の汚染状態及び量（指定地域内の工場又は事業場に係る場合にあつては、

排水系統別の汚染状態及び量を含む。） 

九 その他環境省令で定める事項  

２（略） 

３ 工場若しくは事業場において有害物質使用特定施設を設置しようとする者（第１

項に規定する者が特定施設を設置しようとする場合又は前項に規定する者が有害

物質使用特定施設を設置しようとする場合を除く。）又は工場若しくは事業場にお
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いて有害物質貯蔵指定施設（指定施設（有害物質を貯蔵するものに限る。）であつ

て当該指定施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあるものとして

政令で定めるものをいう。以下同じ。）を設置しようとする者は、環境省令で定め

るところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 工場又は事業場の名称及び所在地 

三 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造 

四 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備 

五 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法 

六 その他環境省令で定める事項  

（特定施設等の構造等の変更の届出）  

第７条 第５条又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第５条第１項

第四号から第九号までに掲げる事項、同条第２項第四号から第八号までに掲げる事

項又は同条第３項第三号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするとき

は、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければなら

ない。 

（計画変更命令等）  

第８条 都道府県知事は、第５条第１項若しくは第２項の規定による届出又は前条の

規定による届出（第５条第１項第四号若しくは第六号から第九号までに掲げる事項

又は同条第２項第四号から第八号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。）が

あった場合において、排出水の汚染状態が当該特定事業場の排水口（排出水を排出

する場所をいう。以下同じ。）においてその排出水に係る排水基準（第３条第１項

の排水基準（同条第３項の規定により排水基準が定められた場合にあっては、その

排水基準を含む。）をいう。以下単に「排水基準」という。）に適合しないと認める

とき、又は特定地下浸透水が有害物質を含むものとして環境省令で定める要件に該

当すると認めるときは、その届出を受理した日から６０日以内に限り、その届出を

した者に対し、その届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等

の処理の方法に関する計画の変更（前条の規定による届出に係る計画の廃止を含

む。）又は第５条第１項若しくは第２項の規定による届出に係る特定施設の設置に

関する計画の廃止を命ずることができる。 

２ 都道府県知事は、第５条の規定による届出があつた場合（同条第２項の規定によ

る届出があつた場合を除く。）又は前条の規定による届出（第５条第１項第四号か

ら第九号までに掲げる事項又は同条第３項第三号から第六号までに掲げる事項の

変更に係るものに限る。）があつた場合において、その届出に係る有害物質使用特

定施設又は有害物質貯蔵指定施設が第１２条の４の環境省令で定める基準に適合

しないと認めるときは、その届出を受理した日から６０日以内に限り、その届出を

した者に対し、その届出に係る有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施

設の構造、設備若しくは使用の方法に関する計画の変更（前条の規定による届出に

係る計画の廃止を含む。）又は第５条第１項若しくは第３項の規定による届出に係

る有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の設置に関する計画の廃

止を命ずることができる。 

（実施の制限）  

第９条 第５条の規定による届出をした者又は第七条の規定による届出をした者は、
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その届出が受理された日から６０日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出

に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設を設置し、又はその届出に係る特定

施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備若しくは使用の方法若しくは汚水

等の処理の方法の変更をしてはならない。 

２ 都道府県知事は、第５条又は第７条の規定による届出に係る事項の内容が相当で

あると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。 

（氏名の変更等の届出）  

第１０条 第５条又は第６条第１項若しくは第２項の規定による届出をした者は、そ

の届出に係る第５条第１項第一号若しくは第二号、第２項第一号若しくは第二号若

しくは第３項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届

出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の使用を廃止したときは、その日

から３０日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

（承継） 

第１１条 第５条又は第６条第１項若しくは第２項の規定による届出をした者からそ

の届出に係る特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、

当該特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る当該届出をした者の地位を承継す

る。 

２ 第５条又は第６条第１項若しくは第２項の規定による届出をした者について相続、

合併又は分割（その届出に係る特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を承継させるも

のに限る。）があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設

立した法人又は分割により当該特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設を承継し

た法人は、当該届出をした者の地位を承継する。 

３ 前二項の規定により第５条又は第６条第１項若しくは第２項の規定による届出を

した者の地位を承継した者は、その承継があった日から３０日以内に、その旨を都

道府県知事に届け出なければならない。 

４ 指定地域内事業場を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割

により取得した者は、第８条の２、第１３条第３項又は第１４条第３項の規定の適

用については、当該指定地域内事業場の設置者の地位を承継する。 

（排出水の排出の制限） 

第１２条 排出水を排出する者は、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において

排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。  

２～３（略） 

（総量規制基準の遵守義務） 

第１２条の２ 指定地域内事業場の設置者は、当該指定地域内事業場に係る総量規制

基準を遵守しなければならない。  

（特定地下浸透水の浸透の制限）  

第１２条の３ 有害物質使用特定事業場から水を排出する者（特定地下浸透水を浸透

させる者を含む。）は、第８条の環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水

を浸透させてはならない。 

（有害物質使用特定施設等に係る構造基準等の遵守義務）  
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第１２条の４ 有害物質使用特定施設を設置している者（当該有害物質使用特定施設

に係る特定事業場から特定地下浸透水を浸透させる者を除く。第１３条の３及び第

１４条第５項において同じ。）又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当

該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、有害物質を含む水の

地下への浸透の防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準として環境省

令で定める基準を遵守しなければならない。  

（改善命令等） 

第１３条 都道府県知事は、排出水を排出する者が、その汚染状態が当該特定事業場

の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認める

ときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは

汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設の使用若しくは排出水の排出の一

時停止を命ずることができる。 

２～４（略） 

（指導等） 

第１３条の４ 都道府県知事は、指定地域内事業場から排出水を排出する者以外の者

であって指定地域において公共用水域に汚水、廃液その他の汚濁負荷量の増加の原

因となる物を排出するものに対し、総量削減計画を達成するために必要な指導、助

言及び勧告をすることができる。  

（排出水の汚染状態の測定等）  

第１４条 排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者は、環境省令で定め

るところにより、当該排出水又は特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を

記録し、これを保存しなければならない。  

２ 総量規制基準が適用されている指定地域内事業場から排出水を排出する者は、環

境省令で定めるところにより、当該排出水の汚濁負荷量を測定し、その結果を記録

し、これを保存しなければならない。  

３ 前項の指定地域内事業場の設置者は、あらかじめ、環境省令で定めるところによ

り、汚濁負荷量の測定手法を都道府県知事に届け出なければならない。届出に係る

測定手法を変更するときも、同様とする。  

４ 排出水を排出する者は、当該公共用水域の水質の汚濁の状況を考慮して、当該特

定事業場の排水口の位置その他の排出水の排出の方法を適切にしなければならな

い。  

５ 有害物質使用特定施設を設置している者又は有害物質貯蔵指定施設を設置してい

る者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、環境省令

で定めるところにより、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存しなければ

ならない。  

（事故時の措置）  

第１４条の２ 特定事業場の設置者は、当該特定事業場において、特定施設の破損そ

の他の事故が発生し、有害物質を含む水若しくはその汚染状態が第２条第２項第二

号に規定する項目について排水基準に適合しないおそれがある水が当該特定事業

場から公共用水域に排出され、又は有害物質を含む水が当該特定事業場から地下に

浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるとき

は、直ちに、引き続く有害物質を含む水若しくは当該排水基準に適合しないおそれ
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がある水の排出又は有害物質を含む水の浸透の防止のための応急の措置を講ずる

とともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出

なければならない。  

２ 指定施設を設置する工場又は事業場（以下この条において「指定事業場」という。）

の設置者は、当該指定事業場において、指定施設の破損その他の事故が発生し、有

害物質又は指定物質を含む水が当該指定事業場から公共用水域に排出され、又は地

下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある

ときは、直ちに、引き続く有害物質又は指定物質を含む水の排出又は浸透の防止の

ための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概

要を都道府県知事に届け出なければならない。  

３ 貯油施設等を設置する工場又は事業場（以下この条において「貯油事業場等」と

いう。）の設置者は、当該貯油事業場等において、貯油施設等の破損その他の事故

が発生し、油を含む水が当該貯油事業場等から公共用水域に排出され、又は地下に

浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引

き続く油を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速

やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければな

らない。  

４ 都道府県知事は、特定事業場の設置者、指定事業場の設置者又は貯油事業場等の

設置者が前三項の応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、

これらの規定に定める応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。  

（地下水の水質の浄化に係る措置命令等） 

第１４条の３ 都道府県知事は、特定事業場又は有害物質貯蔵指定施設を設置する工

場若しくは事業場（以下この条及び第２２条第１項において「有害物質貯蔵指定事

業場」という。）において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつ

たことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認める

ときは、環境省令で定めるところにより、その被害を防止するため必要な限度にお

いて、当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者（相続、合併又は分割

によりその地位を承継した者を含む。）に対し、相当の期限を定めて、地下水の水

質の浄化のための措置をとることを命ずることができる。ただし、その者が、当該

浸透があつた時において当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者で

あつた者と異なる場合は、この限りでない。 

２～３（略） 

（事業者の責務） 

第１４条の４ 事業者は、この章に規定する排出水の排出の規制等に関する措置のほ

か、その事業活動に伴う汚水又は廃液の公共用水域への排出又は地下への浸透の状

況を把握するとともに、当該汚水又は廃液による公共用水域又は地下水の水質の汚

濁の防止のために必要な措置を講ずるようにしなければならない。 

〈注〉水質汚濁防止法は環境省のウェブサイト（環境基準・法令等）から見ることが

できます。 



―２８― 

参考２ 届出書の提出先 

一宮市において水質汚濁防止法に基づく届出を行う場合は、一宮市長宛てに一宮市環

境部環境保全課へ届出書を２部提出してください。 

届出様式は一宮市環境部環境保全課にてお渡しします。 

また、一宮市のウェブサイトから次の手順でダウンロードできます（各種記載例もご

覧になれます。）。 

一宮市のウェブサイト → ページＩＤ検索 「1008106」 

ＵＲＬ https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/dl-list/shinseisho 

/1046029/1010021/1008106.html 

 その他、ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。 

一宮市環境部環境保全課 公害規制・監視グループ 

〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山８番地 一宮市衛生処理場 

TEL 0586-45-7185（直通） 

FAX 0586-45-7187 

e-mail kankyohozen＠city.ichinomiya.lg.jp 
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